
 

 

 

 

消防法第８条で規定する防火管理者の資格を取得する講習を次のとおり実施します。 
   
１ 日 時 令和８年７月 30日(木）・31 日(金)午前９時から午後５時まで 
 
２ 講習会場 阿久根市鶴見町１６６番地 

中央公民館鶴見分館 ３階 講習室４（℡0996‐73‐3769） 
 
３ 定 員 30名 

         

４ 受 講 料 3,500 円（テキスト代等含む。） 
 
５ 申込受付場所及び受付期間 
⑴ 受付場所 

・阿久根市鶴見町 200 番地 
阿久根地区消防組合消防本部警防課予防係 （℡72-0119） 

・出水郡長島町鷹巣 1841番地１ 
阿久根消防署東分遣所   （℡86-0119） 

・出水郡長島町指江 787番地 
阿久根消防署長島分遣所  （℡88-5333） 

⑵  受付期間 

   令和８年６月 22日(月)から令和８年７月 10 日(金)まで 
※受付期間中であっても、定員に達し次第締め切ります。 

 
６ 対 象 者 阿久根市・長島町内に居住されている方又は阿久根市・長島町内の事業所

等に勤務されている方 
 
７ 講習内容 

⑴ 講習時間及び講習科目 

講習時間 １日目（午前９時～午後５時） ２日目（午前９時～午後５時） 

講習科目 

○防火管理の意義と制度の概要 
○地震対策 

○火気取扱いの基礎知識と出火防
止対策 
○施設・設備の維持管理 

○自衛消防 
○危険物の安全管理 

○防火管理の進め方と消防計画 
○効果測定 

※両日共に、午前８時 30分から受付を行います。午前９時からオリエンテーション
を実施します。 

⑵ 講習科目の一部免除について 
  消防設備点検資格者講習（特殊・一種・二種）又は自衛消防業務講習を受講済みの
方につきましては、科目「防火管理の意義と制度の概要」の受講が免除されます。た
だし、効果測定は、免除されません。受講申込み時に受講を証明する免状、修了証を
持参してください。 

 
 

令和８年度 甲種防火管理新規講習要項 



８ 申込みの手続 
受講希望者は、受講申込書に必要事項を記入のうえ本人確認書類※と受講料を添えて

申し込んでください。（おつりのいらないようにお願いします。） 
受講申込み者には、受講票を交付します。 
※本人確認書類とは 
 ・マイナンバーカード（表面） 

   ・運転免許証 
   ・パスポート 
    いずれかを１部コピーして申込時に提出してください。 
９ 注意事項 
⑴  講習には必ず、甲種防火管理新規講習受講票及び筆記用具を持参してください。 
⑵  ２日間定められた講習時間・科目を受講しなければ、修了証の交付はできません。 
⑶  テキストは、当日会場で配付します。 

⑷  受付後の受講料は、返却できませんのでご了承ください。 
⑸  昼食および飲物については、各自持参するか、付近の飲食店・販売店等をご利用く

ださい。 
 

10 問い合わせ先 
   阿久根地区消防組合消防本部 警防課予防係  （℡0996-72-0119） 
   
 
11 案内図 

中央公民館 鶴見分館 

鹿児島県阿久根市鶴見町１６６番地 

※二次元コードをスマートフォンのカメラで読み込むと会場までの経路が確認できます。 

「中央公民館 鶴見分館」までの経路(Google Map) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


